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(別紙) 

協定項目番号 ４４ 協定項目名  社会教育事業の取扱い 

調  整  内  容 

 
  社会教育事業については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
 （１）生涯学習・社会教育事業について 
   ア 学習関係の講座等は、当分の間は現行どおりとし、合併後、新市において統一に向け 
    調整する。ただし、同一あるいは同種の事業については、新市全体の均衡を考慮し、合 
    併時までに調整する。 
   イ 生涯学習センター等の複合施設は、効率的な管理運営を行うため、調整・検討を行う。 
     また、公設の公民館は、現行のままとする。なお、料金体系等は、合併後検討を行う。 

 
 （２）図書館事業について 
    休館日・貸出の手続き等は合併時に統一する。ただし、開館時間は、各館の状況によっ 
   ては、独自の運用も可能とする。 

 
 （３）文化芸術活動振興事業について 
    文化芸術に係る施策や事業、及び施設の管理運営については、合併時は原則として現行 
   どおりとし、合併後、新市において全体的な統一化を図る。 

 
 （４）スポーツ振興事業について 
   ア 合併時に体育協会を一本化し、施設の管理運営を統一する。なお料金体系等は、合併 
    後、新市において検討を行う。 
   イ 市民・町民体育大会については、新市のスポーツフェスタを新設する。また既存の競 
    技大会については、地域の意向を尊重し、調整する。 

 
 （５）人権・同和事業について 
    人権・同和対策事業、及び人権・同和教育事業は、新市においても、引き続き推進して 
   いく。 

 
 （６）男女平等政策事業について 
    男女共同参画社会推進事業は、合併後、より制度が充実している久留米市の例により統 
   一する。 
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